
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田原市 

○ 対象者(宅地建物取引業者) 

  

大田原市不動産売却媒介制度について 

（ご案内） 
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大田原市不動産売却の媒介制度の概要 

 

あらかじめ大田原市と媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業業界の団体に

対し、市有地売却の媒介を依頼し、当該団体に所属する宅地建物取引業者の媒介

（事前に市との媒介契約の締結）により市有地の売買契約が成立し、購入者から売

買代金が完納され、所有権移転登記が完了した場合に、市から当該媒介業者に対

し、報酬（手数料）を支払う制度です。 

○対象物件 

大田原市が売却する不動産のうち、不動産売却の媒介(以下「媒介」という。)を

依頼したものを対象とします。なお、媒介依頼にあたっては、「不動産売却の媒介

依頼書」により対象となる不動産の一覧を提供します。宅地建物の取引をする下記

の業者とします。宅地建物取引業免許を有しており、大田原市と「大田原市不動産

売却の媒介に関する協定書」を締結している団体(以下「団体」という)の会員(以

下「団体の会員」という。)となっている不動産会社及び住宅建設会社など 

〔現在、協定を締結している団体〕 

 公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会 

○ 制度の内容 

媒介依頼した不動産について、団体の会員の媒介により当該不動産の購入希望者

(以下「購入希望者」という。)と不動産売買契約が成立し、不動産売買代金が納入

され、所有権移転登記が終了したときに、大田原市から媒介した団体の会員に対し

て媒介報酬を支払います。したがって、不動産売買契約が解除になった場合など媒

介が完了しないときは、支払いできません。 

○ 媒介報酬の額 

１ 媒介報酬の額は、不動産売買価格に３％を乗じて得た金額(千円未満の端数切

捨て)とします。 

２ 上記の額に、別途消費税及び地方消費税に相当する額を加算します。 

３ 購入希望者及び媒介により不動産を購入した者に対しては、媒介に係る一切

の報酬を請求できないものとします。 

〔※ 媒介報酬の計算例は、６ページに掲載しています。〕
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媒介制度の手続き(流れ) 

 媒介の開始 

○ 媒介依頼の通知 

１ 媒介依頼書の送付 〔大田原市⇒団体〕 

大田原市から団体へ、媒介依頼する不動産の一覧等を記載した「不動産売却の媒

介依頼書」を送付します。 

２ 団体の会員への周知 〔団体⇒団体の会員〕 

団体は、大田原市からの「不動産売却の媒介依頼書」の内容を、文書や掲示等の

方法で所属する団体の会員に周知してください。 

３ 媒介の開始 〔団体の会員〕 

団体の会員は、上記１の送付があった後、「不動産売却の媒介依頼書」に記載の

ある不動産について媒介を行うことができます。 

ただし、「不動産売却の媒介依頼書」に記載された依頼期間の経過後は、大田原

市から改めて「不動産売却の媒介依頼書」の送付があるまで媒介できませんのでご

注意ください。 

４ 資料の請求 〔団体の会員⇒大田原市〕 

団体の会員は、不動産及び売却条件等に関する資料を大田原市の各不動産担当課

(以下「各担当課」という。)に請求することができます。(連絡先は、媒介依頼書

及び大田原市ホームページに記載) 

ただし、大田原市のホームページからダウンロードすることにより当該資料を取

得することができる場合は、その方法により取得してください。 

【URL】 https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2023040500024/ 

○ 媒介依頼の中断・中止 

１ 媒介依頼の中断・中止通知書の送付 〔大田原市⇒団体〕 

媒介依頼を中断又は中止する必要が生じた場合は、速やかに大田原市から団体

へ、媒介依頼を中止する不動産について「不動産売却の媒介依頼の中断及び中止通

https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2023040500024/
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知書」を送付します。 

２ 団体の会員への周知 〔団体⇒団体の会員〕 

団体は、大田原市からの媒介依頼の中断又は中止の内容を、文書や掲示等の方法

で所属する団体の会員に周知してください。 

媒介契約 

○ 申込状況の確認 〔団体の会員⇒大田原市〕 

団体の会員は、購入希望者を見つけたときは、各担当課に希望する不動産が売却

中のままかどうか確認してください。なお、電話、ファックス、メール等による予

約はできませんので、ご注意ください。 

○ 媒介契約の締結 〔団体の会員⇒大田原市〕 

団体の会員が媒介を行おうとする場合には、大田原市と団体の会員とはあらかじ

め「大田原市不動産売却の媒介に関する契約」(以下「媒介契約」という。)を締結

することになります。 次の書類をご持参のうえ、直接、各担当課の窓口にお越 し

ください。 

１ 提出書類 

(１)大田原市不動産売却の媒介に関する契約書(様式第４号) ２通  

(２)宅地建物取引業者免許証(写) １通 

２ 媒介契約の有効期間 

契約締結日から所有権移転登記が終了するまで 

３ 媒介契約に伴う手続き 

媒介契約締結と同時に媒介申請の手続きが必要となります。媒介申請について

は、次項媒介申請を参照してください。 
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媒介申請 

○ 媒介申請書・売買申込書等の提出 〔団体の会員⇒大田原市〕 

上記媒介契約を締結した団体の会員(以下「媒介会員」という。)は、次の書類を

各担当課の窓口に直接提出するとともに、受付承認を受けてください。 

なお、媒介会員は、各不動産の位置、面積、売却価格、重要事項説明書に記載さ

れている事項、その他の売却条件等について購入希望者に説明し、承諾を得たうえ

で手続きをしてください。 

１ 提出書類 

(１)不動産売却の媒介申請書(様式第５号) 

(２)不動産売買の申込書(様式第６号)及び各担当課が指定する書類 

２ 提出書類作成上の注意点 

(１)「１ 提出書類」(２)は、購入希望者が自署してください。 

(２)「１ 提出書類」(２)の様式等は、各担当課にお問い合わせください。 

○ 媒介申請書・売買申込書等の提出後の手続き 

１ 不動産売却の決定 〔大田原市⇒購入希望者、媒介会員〕 

大田原市は不動産売却の可否を審査決定し、その結果を購入希望者及び媒介会員

に通知します。 

２ 契約手続き等の説明 〔大田原市⇒購入希望者、媒介会員〕 

売却決定後、大田原市から購入希望者本人に契約手続き等について説明します。

説明のとき、不動産売買契約を締結するときは、媒介会員に立ち会っていただく場

合があります 
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媒介申請の取り下げ 

○ 媒介申請取下書の提出 〔購入希望者、媒介会員⇒大田原市〕 

媒介申請提出後、事情により申請を取り下げる必要が生じた場合は、次の書類を

各担当課の窓口に直接提出するとともに、受付承認を受けてください。 

１ 提出書類 

・不動産売却の媒介申請取下書(様式第７号) 

・不動産売買の申込取下書(様式第８号)又は各担当課が指定する書類 

２ 提出書類作成上の注意点 

(１)「１ 提出書類」(２)は、購入希望者が自署してください。 

(２)「１ 提出書類」(２)の様式等は、各担当課にお問い合わせください。 

売買契約の締結 

○ 不動産売買契約の締結 〔購入希望者、媒介会員⇔大田原市〕 

不動産売買契約の締結は、大田原市と購入希望者とで行いますが、媒介会員は大

田原市及び購入希望者双方の契約日時の調整をお願いします。契約日時の調整が終

わり次第、契約手続きに入ります。 

不動産売買契約の締結及び契約後の手続き、スケジュール等については、各担当

課にお問合せください。 

媒介報酬 

○ 媒介報酬の支払時期 

大田原市に不動産売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了した時点で、

媒介報酬の支払いが可能となります。したがって、不動産売買代金が納入されない

など、媒介が終了しなかった場合や中断・中止された場合は媒介報酬の支払いは行

いません。 

○ 媒介報酬請求手続き 〔媒介会員⇒市〕 

媒介報酬は、媒介の完了後、媒介会員の請求に基づき支払うものとします。 
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不動産売買代金が全納され、所有権移転登記が終了した時点で、大田原市から媒

介会員に連絡いたしますので、次の書類を担当課に提出してください。 

１ 提出書類 

・ 不動産売却の媒介完了報告書(様式第１０号) 

・ 不動産売却の媒介報酬請求書(様式第１１号) 

○ 媒介報酬の計算例 

媒介報酬の額の計算方法は、１ページに記載のとおりです。具体的な計算は、次

の例を参考にしてください。 

〔媒介報酬の額の計算例〕 

(例)不動産売買価格が 8,150,000円の場合 

8,150,000円×３％=244,500円 

1,000円未満の端数を切り捨て → 244,000 円 

消費税及び地方消費税(244,000円×10％=24,400円)を加算 

⇒244,000 円＋24,400円=268,400円 

 媒介契約の解除 

○ 媒介契約の解除 〔大田原市⇒媒介会員〕 

大田原市は、次のいずれかに該当する場合には、既に締結している媒介契約を解

除することができることとします。 

１ 媒介会員が、契約に違反したとき。 

２ 媒介会員が、媒介業務を誠実に遂行しないとき。 

３ 媒介会員が、媒介契約に係る重要事項を故意若しくは重過失により事実を告

げず、又は不実なことを告げたとき。 

４ 媒介会員が、宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をしたとき。 

５ 媒介会員が、媒介契約に定める義務を履行しないとき。
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６ 媒介会員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律

第７７号)に定める指定暴力団若しくは指定暴力団連合であるとき、又は媒介会員

の代表若しくはこれに準じる者がその構成員であるとき。 

７ その他の事情により媒介が不要になったとき。 

○ 媒介契約の解除の通知 〔大田原市⇒媒介会員〕 

大田原市は媒介契約を解除する場合は、速やかにその旨を媒介会員に通知しま

す。また、媒介契約が解除された場合には、媒介会員はこれに係る報酬及び経費の

請求をすることはできません。 

 その他 

○ 問い合わせ先 

その他詳細につきましては、下記までお問い合わせください。 

大田原市経営管理部総務課管財係 ℡0287-23-8795  
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■不動産売却の媒介制度の主な手続きの流れ 

 (１ 団体と協定締結) 

 宅地建物取引業者を会員とする団体と市が「不動産売却の媒介に関する協定」を締結 

(２ 媒介依頼→媒介開始) 

 

 市は、団体に、売却する不動産について媒介を依頼し、団体は会員の宅地建物取引業者

(団体の会員)に周知 

(３ 媒介契約締結) 

 

 団体の会員は、購入希望者を見つけたら、市と「不動産売却の媒介に関する契約」を締

結(契約締結後 の団体の会員=媒介会員) 

(４ 購入の申込み) 

 

 媒介会員は、購入希望者に不動産の条件等を説明し、承諾を得て、媒介申請書と購入希望

者自署の不動産売買申込書等を提出 

(５ 売却可否の審査決定) 

 

 市は、売却の可否を審査・決定し、購入希望者と媒介会員に通知 

(６ 不動産売買契約の締結) 

 

 市と購入希望者が「不動産売買契約 」を締結(媒介会員は立会い)した後、購入希望者が

売買代金を納入 

(７ 媒介の完了) 

 

 市が売買代金の全納と登記の終了を確認し、媒介会員に連絡 

(８ 媒介報酬の請求) 

 

 媒介会員は、市に媒介報酬の支払いを請求 

(９ 媒介報酬の支払い) 

 

市は、媒介会員に媒介報酬を支払 


